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○
環
境
省
告
示
第
百
三
十
二
号

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ

れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
環
境
省
令
第
三

十
三
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
廃
棄
物
の
焼
却
に
伴
う
ば
い
煙
濃
度
等
の
測
定
の

方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
九
月
三
日

環
境
大
臣

細
野

豪
志

特
定
廃
棄
物
の
焼
却
に
伴
う
ば
い
煙
濃
度
等
の
測
定
の
方
法

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ

れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
環
境
省
令
第
三

十
三
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
ハ
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
測
定
の
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に

、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
の
算
出
方
法
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
七
号
）
に

定
め
る
方
法
に
よ
る
。

二

硫
黄
酸
化
物
に
係
る
ば
い
煙
量

日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
三
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
。

三

ば
い
じ
ん
に
係
る
ば
い
煙
濃
度

日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
八
〇
八
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
。
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四

塩
化
水
素
に
係
る
ば
い
煙
濃
度

日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
七
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
。

五

窒
素
酸
化
物
に
係
る
ば
い
煙
濃
度

日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
四
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
。


